
農業競争力強化対策民間団体事業実施要領の制定について

１６生産第８０９９号

平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日

農林水産省生産局長

改正 平成 18年 3月 31日 17生 産第 8577号
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農業競争力強化対策民間団体事業については、農業競争力強化対

策民間団体事業実施要綱（平成１７年４月１日付け１６生産第８０

９７号生産農林水産事務次官依命通知）が定められたところである

が、その細部について、農業競争力強化対策民間団体事業実施要領

を別紙のとおり定めたので、御了知の上、本事業の円滑かつ的確な

実施に御配慮をお願いする。



(別紙）
農業競争力強化対策民間団体事業実施要領

第１ 事業の実施の手続
１ 農業競争力強化対策民間団体事業実施要綱（平成17年４月１日付け16生産
第8097号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）の第３の１の
事業の実施計画の作成及び承認申請は、別記様式１号－１によるものとする。

２ 要綱第３の２の「生産局長が別に定める事業の実施計画の重要な変更」と
は、事業の廃止のほか、環境負荷低減農業技術確立実証事業のうち、環境収
支定量化実証調査における作物の変更及び実証調査面積の30パ－セントを超
える増減をいうものとする。

３ 要綱別表の事業実施主体の欄の民間団体等とは、公募により選定される民
間企業、財団法人、社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、
学校法人、特殊法人、認可法人及び独立行政法人とする。

第２ 事業実施状況の報告
事業実施主体は、毎年度、別記様式１号－２により、翌年度の７月末まで

に事業の結果及び成果等について、生産局長に報告するものとする。

第３ 事業の評価
事業実施主体は、事業実施年度の翌年度において自ら評価を行い、その結

果を生産局長に報告するものとする。
生産局長は、事業実施主体からの報告を受けた場合には、内容を点検評価

し、必要に応じて事業実施主体を指導するものとする。

第４ 事業の内容(要綱別表関係）
１ 地産地消推進活動支援事業

この取組は、消費者が身近に生産の過程を知ることが出来る地産地消活動
を、全国的に展開することを目的とし、事業内容の欄の１の取組を推進する
ため、次に掲げる事項を行うものとする。

（１）地産地消普及促進事業
この取組は、地域特産物の産地の育成により、地域独自の農産物の生産、

加工等を通じた生産者と消費者との連携強化、特産農産物生産者の育成・
意識向上等を図るための産地の信頼確保・活性化を支援することを目的と
し、次に掲げる事項を行うものとする。
ア 地産地消に関する協議会を開催し、次に掲げる事項について協議する
ものとする。

（ア）地産地消及び地域特産物についての優良事例に係る情報の収集・分
析に関すること

（イ）地産地消及び地域特産物の持つ多様な機能に着目した産地育成に関
すること

（ウ）人材の活用等による特産物の産地育成の支援に関すること
（エ）産地の活性化の支援に関すること
（オ）その他必要な事項
イ 地産地消及び地域特産物の生産、流通及び消費に関する情報の収集・



調査及び分析等を行うものとする。
ウ 特産産地育成に取り組む地域からの要望に応じ、特産物の産地育成に
必要な知識を有し、産地育成を支援するのに適した人材の登録及び派遣
あっ旋を行うことにより、産地育成を支援するものとする。

エ 特に優良な活動についての表彰を行うとともに、成功事例として他産
地への普及活動を行うものとする。

オ 事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委

託することができるものとする。
（２）地産地消情報提供事業

この取組は、地産地消活動に関する情報提供により、地域の生産者、消
費者、実需者等地産地消の関係者（以下この（２）において「地産地消関
係者等」という。）による地産地消についての理解の促進及び地産地消活
動の支援を目的とし、次に掲げる事項を行うものとする。
ア 地産地消関係者が求める情報のニーズを把握するとともに、次に掲げ
る事項を検討すること。

（ア）地産地消の情報の収集及び提供
（イ）地産地消関係者等の情報交換の場づくり
（ウ）その他必要な事項
イ 地産地消に関する情報の収集、インターネットを利用した情報提供を
行うこと。

ウ 地産地消関係者が情報交換を行うための体制の整備
（３）地産地消人材育成事業

この取組は、地産地消活動を円滑に進めるための人材を育成するため、
次の内容についての講習会を開催するものとする。
（ア）農畜産物の生産状況の実態把握の方法について
（イ）学校給食関係者、観光業者、外食・中食業者、流通販売業者等にお

ける献立の企画、食材の開発、流通の状況及び関係者間の調整方法に
ついて

（ウ）その他関係者間の調整を必要とする地産地消活動への取組方法につ
いて

２ 花きを暮らしに取り込む活動等推進事業
この事業は、花きを生活に取り入れた潤いのある国民生活を実現するため、

次に掲げる取組を行うものとする。
（１）花きを暮らしに取り込む活動等推進計画の策定

花きを活用した潤いのある生活様式の普及と花きの生産及び流通の改善
を推進するため、学識経験者、関係団体等花き関係者、消費者等から構成
される基本委員会を開催し、次に掲げる事項についての推進計画の策定等
を行うものとする。
ア 花きを活用した潤いのある生活様式の普及に関すること
イ 花きの生産及び流通の改善の推進に関すること
ウ その他事業の実施に必要な事項

（２）花で潤いのある生活の普及
ア 園芸文化、装飾技術等についての展示や消費者と花き生産者の交流等



を行う花と緑の園芸技術交流会の開催（都道府県と共同して行うものに
限る。）、花きを活用したゆとりある地域づくりの推進により、花きを活
用した、生活向上のモデル的取組の普及を図るものとする。

イ 花きの無購買層を対象にした花のある生活様式の提案を行うものとす
る。

（３）花き生産・流通構造転換等の推進
ア 花き農家の生産技術の向上を図るため、花きの技術・経営コンクール
を開催し、生産技術・経営手法の優良事例を顕彰するものとする。

イ 花き生産における環境負荷低減の取組を促進するため、各種の環境関
連認証制度の比較分析を行い、花きのブランド化につなげるための方策
について整理する。

ウ 消費者のニーズに的確に対応するため、花きの生産者及び出荷業者と
小売業者との連携強化の促進を行うものとする。

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

３ 有機農業等指導推進事業
有機農業に関連する技術の実証（生産物の品質への影響の評価を含む。）

及び有機農業を含む環境保全型農業の推進を行うものとする。
（１）技術評価検討委員会の開催

有機農業に関連する技術の実証（生産物の品質への影響の評価を含む。）
に関する検討を行うものとする。

（２）技術の実証試験の実施
有機農業に関する技術について、その導入効果、適用条件、作物の品質

への影響を評価するための実証試験を実施し、その結果を一般に情報提供
するものとする。

（３）有機農業等環境保全型農業の推進
有機農業を含む環境保全型農業に対する理解の増進及び生産現場での取

組を推進するため、全国推進協議会及び環境保全型農業技術検討会の開催
並びに優良な取組の選考、表彰及び普及を行うものとする。

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

４ 土壌改良資材等効果検証手法開発事業
農薬や肥料の分解のための資材や病原菌抑制のための資材のような多様な

土壌改良資材類の有効性を確かめる手法を開発するため、次の事項を実施す
るとともに、土壌改良資材類の有効性確認手法マニュアルを作成するものと
する。

（１）有効性確認手法検討委員会の開催
次の事項を検討するものとする。

ア 土壌・気象等の条件の異なる環境における効果の確認手法等の農薬や
肥料の分解のための資材や病害菌抑制のための資材のような多様な土壌
改良資材類の有効性を確かめる手法に関すること



イ マニュアルの作成に関すること
ウ その他必要な事項

（２）土壌改良資材等の効果検証試験の実施
農薬や肥料の分解のための資材や病害菌抑制のための資材のような多様

な土壌改良資材類の効果について、効果の種類別に、土壌改良効果検証試
験及び栽培試験を実施するものとする。

（３）農薬や肥料の分解のための資材や病害菌抑制のための資材のような多様
な土壌改良資材類の効果に関する文献等の情報収集

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

５ 日本茶品質管理認証システム構築事業
この取組は、国内外の消費者や実需者から評価され、生産者、加工・流通

業者等が容易に取り組める日本茶の品質管理認証システムを構築するため、
次の事項を行うものとする。

（１）システム開発委員会の開催
茶生産者、加工・流通業者、消費者、学識経験者等からなるシステム開

発委員会を開催し、原料茶葉の生産から加工・流通に至るまでの品質管理
の工程を確立するとともに、各段階における工程の遵守状況を認証するシ
ステムを構築するための検討を行うものとする。

（２）現地実態調査の実施
生産・加工・流通の各段階における現地調査を実施し、品質管理認証シ

ステム構築のための情報を収集するものとする。
（３）品質分析調査等の実施

品質管理認証システムの構築に資するため、茶に含まれるカテキン類、
アミノ酸類、ビタミン類等の成分の品質分析調査、細菌等危害因子に対す
る安全性を確保するための分析調査及び外観・香気等の官能調査を実施す
るものとする。

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

６ 畜産生産基盤育成強化対策推進事業
（１）畜産生産基盤の育成強化

ア 経営技術の高度化推進
（ア）戦略・評価会議の開催

社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」という。）は、戦略・評
価会議を開催し、都道府県段階の支援活動をサポートするための企画
検討及び方針決定等をするとともに、次に掲げる調査、分析等を行い、
都道府県の支援活動に対する問題点の指摘や改善点の提案等を行うも
のとする。
ａ 都道府県段階の支援指導活動の実施状況及び結果の把握、分析、
整理

ｂ 指導用の資料及び指導方法の改善等に関する研究、検討並びにこ



れに必要な調査及び分析
（イ）全国会議等の開催

中央畜産会は、都道府県段階の支援指導活動の円滑な推進を図るた
め、必要に応じ全国会議、ブロック会議等を開催するものとする。

（ウ）中央専門委員会の開催
中央畜産会は、中央畜産会が行うべき支援手法等に関する専門的・

具体的内容等につき検討を行うため、（ア）の戦略・評価会議のもと
に専門分野別に中央専門委員会を設置し検討等を行うものとする。

（エ）指導用資料等の作成
中央畜産会は、都道府県段階の支援指導活動に必要な指導用資料等

を作成し、都道府県（都道府県が畜産会等（市町村、農業協同組合並
びに社団法人道府県畜産会（民法第34条の規定に基づき設立された法
人であって畜産振興に寄与することを目的として設立された、経営支
援等を業務として行う団体をいう。）及びそれに準ずる団体をいう。
以下同じ。）に委託して実施する場合にあっては畜産会等）に提供す
るものとする。

（オ）専門家集団の派遣等
中央畜産会は、中央畜産会に常勤する専門家、その他の関係団体、

大学及び試験場の研究者、各分野の専門家や学識経験を有するもの等
をもって構成する専門家集団を組織し、都道府県段階での支援指導活
動の実施に当たり、都道府県（都道府県が畜産会等に委託して実施す
る場合にあっては畜産会等）から要請があった場合には、必要に応じ
て助言及び指導現場への派遣等を行うものとする。また、都道府県段
階の支援指導活動におけるニーズ等を分析し、専門家集団の拡大、構
成の見直しを定期的に行うものする。

（カ）専門家集団の構成員等のスキルアップ・人材育成研修会の開催等
中央畜産会は、経営支援指導活動の多様化、高度化・専門化に対応

するため、専門家集団及び必要に応じて都道府県の専門家の実践力強
化を図るための研修会を開催する。

イ 生産・経営情報中央データベースの構築等
中央畜産会は、都道府県における効率的な経営支援活動を支援するた

めに必要な機器の整備、システムの開発、管理・運用、データの提供を
行うとともに、データベースの構築等に当たっては、企画、改善に係る
検討会を開催し、利用マニュアルの作成等を行うとともに、データベー
ス利用に関する研修会等の実施により普及を推進するものとする。また、
データベースの構築に当たっては、都道府県のニーズを把握するための
調査等を実施する。

ウ 産地リーダー養成研修会・経営者交流会の開催等
中央畜産会は、地域の先導役として地域活性化に貢献するリーダー的

経営者を養成するため、経営管理者及び経営技術者としての能力開発を
図るための養成研修を行うとともに、各地域のリーダー間又はリーダー
とその他の経営者による経営者交流会の開催等により、先進生産・経営
技術の交流や、ネットワーク化を推進する。

エ 畜産情報ネットワーク（ＬＩＮ）推進
（ア）中央畜産会は、独立行政法人農畜産業振興機構が設置する畜産関係



情報の総合的な提供体制の整備を推進するための畜産情報ネットワ－
ク推進協議会における協議を踏まえた上で、この事業を効率的に推進
するための推進会議等を開催するものとする。

（イ）中央畜産会は、畜産関係情報の収集、作成及び蓄積、加工、分析、
提供等に必要な機器の整備及びプログラムソフトの開発を行うととも
に、畜産関係情報の収集、作成及び蓄積、加工、分析、提供等を行う
ものとする。

（ウ）中央畜産会は、情報提供の効率化、情報内容の充実等を図るための
調査を行うとともに、情報の提供及び利用に係る研修会を開催するも
のとする。

オ 畜産関係情報相互交流体制推進
（ア）企画検討会議の開催

中央畜産会は、有機畜産物等の生産者、消費者、学識経験者等から
構成される企画検討会議を開催し、次に掲げる（イ）から（オ）まで
の事業の推進方策の検討等を行うものとする。

（イ）情報交流会議の開催
中央畜産会は、有機畜産物等の生産者、消費者、学識経験者等から

構成される情報交流会議を開催し、（ウ）及び（エ）の結果を踏まえ、
ＩＴを活用した情報交流の推進方法等について検討を行うものとする。

（ウ）現地調査及び交流会の開催
中央畜産会は、有機畜産物等の生産者、消費者、学識経験者、ＮＰ

Ｏ等による現地調査及び交流会を開催し、現地調査や事例紹介等によ
り、有機畜産物等の生産に対する理解の醸成を図ると共に、それらを
踏まえた生産者と消費者の情報交流の推進に係る意見交換等を行うも
のとする。

（エ）アンケート調査の実施
中央畜産会は、有機畜産物等の生産者の経営実態、消費者の有機畜

産物等に対する認知度や関心事項、生産者と消費者の情報交流システ
ムの改善に対する意見等についてアンケート調査を行う。

（オ）機器の整備及びシステムの構築
中央畜産会は、（イ）による検討結果を受け、有機畜産物等につい

て、生産者と消費者間の情報交流を推進するために必要な情報関連機
器の整備及びプログラムソフトの開発を行うとともに、有機畜産物等
に係る情報の収集及び提供により、情報交流の推進等を行うものとす
る。

カ 畜舎建築に係る関連基準の検討
（ア）事業実施主体は、畜舎等の建築コストを低減するため、畜舎等の関

連基準について、畜産経営や地域の実態に即したものとなるよう、建
築、畜産の学識経験者等をもって構成する検討会を開催するものとす
る。

（イ）事業実施主体は、畜舎建築部材の構造及び強度に係る調査及び試験、
畜舎及びたい肥舎の構造等に関する実態調査等を行い、（ア）の検討
会に諮るものとする。

（ウ）事業実施主体は、(ア）の検討会の検討結果等を活用して畜舎の標準
設計図書、指導資料等を作成及び配布するほか、畜舎等の建築コスト



の低減について普及に努めるものとする。
キ 附帯事業

事業実施主体は、ア～カの事業を効果的及び円滑に推進するために必
要と認められる事業を実施することができるものとする。

ク 事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係団体等に委託するこ

とができるものとする。

（２）畜産経営の担い手育成に向けた経営継承促進等
ア 畜産の担い手育成協議会等の開催

事業実施主体は、生産者団体、畜産経営指導団体、金融関係団体等の
関係者をもって構成する畜産の担い手育成協議会等を開催し、イからエ
までの事業の推進方策の検討等を行うものとする。

イ 経営・財務管理指導
事業実施主体は、指導を受け入れることを承諾した畜産経営者（以下

「指導対象者」という。）及び指導対象者に対し経営・財務管理等に係
る指導を行う者（以下「指導者」という。）に対し、次に掲げる経営・
財務管理に係る指導、講習会の開催等を行うものとする。

（ア）中央段階
ａ 経営・財務管理に係る実践的指導手法等の検討及び普及
ｂ 県域段階の指導者及び地域段階の指導者を対象とする経営及び財
務管理に関する講習会の開催

ｃ 指導対象者の経営改善に関する指導実績等のとりまとめ
ｄ その他指導対象者の経営改善に関すること

（イ）県域段階
ａ 地域段階の指導者を対象とする経営・財務管理に関する講習会の

開催
ｂ 指導対象者の経営改善に関する指導及び調査
ｃ その他指導対象者の経営改善に関すること

（ウ） 地域段階
ａ 指導対象者に対する畜産経営部門及び農家経済収支の把握ができ
る記帳に関する指導

ｂ 指導対象者の農家経済収支、資産及び負債の把握並びに指導対象
者に対する経営改善指導

ｃ 指導対象者に対する経営改善計画（経営収支計画、家畜排せつ物
処理利用施設等の整備に係る投資計画及び資金計画、借入金の資金
別償還計画等）の作成指導

ｄ ａからｃまでを的確に実施するための指導対象者に対する定期的
巡回指導

ｅ その他指導対象者の経営改善に関すること
ウ 経営・財務に係る特別相談活動

事業実施主体は、畜産経営の土地、施設等を円滑に経営継承させるた
め、経営収支及び財務状況の悪化、加齢等により経営継続が困難と見込
まれる畜産経営者及び当該経営の土地、施設等の継承を希望する者（以
下「相談対象者」という。）並びに相談対象者に対し経営の実態に応じ



た経営、財務等に係る相談活動（以下「特別相談活動」という。）を行
う者（以下「相談員」という。）に対し、次に掲げる特別相談活動、講
習会の開催等を行うものとする。

（ア）中央段階
ａ 特別相談活動に係る実践的相談手法等の検討及び普及
ｂ 県域段階の相談員及び地域段階の相談員を対象とする特別相談活
動に関する講習会の開催

ｃ その他県域段階の経営継承に関する調査及び指導
（イ）県域段階

ａ 経営及び財務、金融及び法務、税制等の専門知識を有する相談員
による相談対象者の負債の把握及び分析、経営再建の可否等の検討
及び助言並びに負債の処理方法の相談

ｂ 地域段階の相談員を対象とする特別相談活動に関する講習会の開
催

ｃ その他相談対象者の経営、財務等に係る調査及び相談対象者に対
する助言指導

（ウ）地域段階
ａ 相談対象者が円滑な経営継承を行うための検討会の開催及び連絡
調整

ｂ 相談対象者に対する経営継承計画及び指導方針の策定
ｃ その他地域の経営継承に関する調査及び相談対象者に対する助言
指導

エ 経営継承促進対策
事業実施主体は、経営継続が困難となり経営を中止する畜産経営の土

地、施設等を継承した者（以下「経営継承者」という。）の早期の経営
安定を図るため、次に掲げる指導、研修会の開催等を行うものとする。

（ア）中央段階
ａ 経営継承者の就農事例の発表会の開催及び現地調査
ｂ その他経営継承者に対する指導に必要な調査並びに情報の収集及
び提供

（イ）県域段階
ａ 経営継承者に対して畜産経営、家畜飼養管理等の技術指導を行う
者に対する研修会及び講習会の開催

ｂ 経営継承者が抱える課題に関する研究会の開催
ｃ その他経営継承者の経営改善に関すること

（ウ）地域段階
ａ 経営継承者に対する畜産経営、家畜飼養管理等の技術指導
ｂ 経営継承者に対する定期的巡回指導
ｃ その他経営継承者の経営改善に関すること

オ 事業の対象者の要件等
（ア）イの指導対象者は、次のａ及びｂの要件に適合する畜産経営とする。

ａ 当該経営を将来にわたって長期間継続し、経営の改善に積極的に
取り組む意欲と能力を有すること

ｂ 現に主として当該経営に従事している者又は当該経営の後継者と
して従事している者であること。



（イ）ウの相談対象者は、次のａ又はｂのいずれかの要件に適合するもの
とする。
ａ 経営継続が困難と見込まれる畜産経営者については、円滑な経営
継承に協力し、当該経営の継承により、地域の生産基盤の維持及び
確保に資する者であること

ｂ 継承を希望する者については、継承する経営に主として従事しよ
うとする者が、当該経営を将来にわたり継続する意欲と能力を有す
ること

（ウ）エの経営継承者は、原則として、次のすべての要件に適合するもの
とする。
ａ 経営継続が困難となり経営を中止する畜産経営の土地、施設等を
対価をもって継承すること

ｂ 新たに畜産経営を開始し、本事業の指導により早期の経営安定が
図られる見込みがあること

ｃ 継承した経営に主として従事する者が、当該経営を将来にわたり
継続する意欲と能力を有すること

カ 事業の委託
（ア）事業実施主体は、イからエまでの事業の一部を、必要に応じ関係団

体に委託して行うことができるものとする。
（イ）（ア）により委託を受けた関係団体等は、イの（イ）及び（ウ）、ウ

の（イ）及び（ウ）並びにエの（イ）及び（ウ）の事業をさらに関係
団体に委託して行うことができるものとする。

キ 国の補助
事業内容の欄の６の補助率の欄の生産局長が定める相当定額とは、イ

の（イ）及び（ウ）の事業に要する経費の２分の１相当額とする。

７ 飼料対策推進事業
（１）条件整備推進

ア 全国飼料増産行動会議の開催
事業実施主体は、自給飼料増産に向け、関係者が一体となった飼料増

産運動を展開するため、都道府県、試験研究機関、農業関係団体等をも
って構成する全国飼料増産行動会議を開催するものとする。

イ 飼料増産行動ブロック会議への出席
事業実施主体は、地方農政局及び沖縄総合事務局が都道府県及び市町

村段階における自給飼料増産の重要性の啓発及び普及並びに飼料増産に
係る推進計画の円滑な策定を図るために開催する飼料増産行動ブロック
会議に参加するものとする。

ウ 全国飼料増産行動会議・幹事会の開催
事業実施主体は、効果的な飼料増産運動を展開するため、都道府県、

試験研究機関、農業関係団体等の実務者をもって構成する全国飼料増産
行動会議・幹事会を開催するものとする。

エ 啓発普及活動の実施
事業実施主体は、自給飼料増産の重要性の啓発及び普及を図るため、

ポスター、パンフレット及び資料の配布等を行うものとする。
オ 放牧経営・推進地区普及指導



事業実施主体は、放牧経営・放牧推進地区等の重点的かつ濃密な指導
が必要とされる地域に対して、普及・指導等を行うものとする。

カ 事業実施主体は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独
立行政法人家畜改良センター、都道府県等及び都道府県等の試験研究機
関をもって構成する自給飼料増産技術向上協議会（以下「技術向上協議
会」という。）を開催し、単収向上及び生産コストの低減等を達成する
ために必要な新たな飼料生産利用技術及び優良品種に関する検討・調査
等を行うものとする。

キ 新技術等実態調査等の実施
事業実施主体は、協議会の検討に必要な飼料生産利用に係る新技術等

の実態及び奨励品種種子の流通利用実態の調査等を行うものとする。
ク 流通品種特性リストの作成

事業実施主体は、試験研究機関等と連携を図りつつ、協議会の検討結
果をもとに、国内に流通する品種の特性（収量、耐病虫性、耐倒伏性等）
を明らかにした流通品種特性リスト（ナショナルリスト）を作成するも
のとする。

ケ 奨励品種等の普及促進
事業実施主体は、パンフレットの作成、選定調査用種子の配布、研修

会の開催及び実証展示ほの設置等による奨励品種等の普及促進を行うも
のとする。

（２）高能力品種開発等整備推進
ア 新需要対応品種調査等の実施

事業実施主体は、新需要に対応する品種の選抜及び実用性調査、栽培
利用指針の策定等を行うものとする。

イ サイレージ向けとうもろこし品種の国内育成及び海外増殖体制の整備
事業実施主体は、サイレージ向けとうもろこしの国内品種を育成する

ため、親系統の特性等の調査及びデータベ－ス化、系統適応性検定、親
系統種子の海外における採種試験及び先行増殖並びに海外での備蓄等を
行うものとする。

ウ 海外採種適地調査の実施
事業実施主体は、飼料作物種子の安定供給体制の強化を図るため、海

外における採種適地の調査を行うものとする。
エ 輸入とうもろこし種子の安全性検査体制の整備

事業実施主体は、国内で安全性が確認さてれいない遺伝子組換え体の
混入したとうもろこし種子の国内における流通を防止するため、検査体
制の整備を行うものとする。

オ 技術開発検討会の開催
事業実施主体は、飼料作物優良品種の育成及び普及を促進するための

検討会を開催するものとする。

（３）公共牧場利用体制整備推進
ア 公共牧場利用体制整備協議会の開催

事業実施主体は、業務分担、広域利用等を通じた公共牧場の利用促進
を図るため、牧場関係者、学識経験を有する者等をもって構成する公共



牧場利用体制整備協議会を開催し、公共牧場再編の推進方策の検討、管
理運営技術指導方針等の検討、現地での公共牧場利用推進のための情報
収集、意見の集約等を行うものとする。

イ 公共牧場利用農家に対する啓発指導の実施
事業実施主体は、公共牧場の再編の円滑な推進を図るため、公共牧場
間の連携等による再編等が検討されているか、又は、再編を行うことが
必要と判断される公共牧場群が所在する地域において、公共牧場管理運
営者、関係機関等と一体となって、利用農家に対する啓発指導を行うも
のとする。

ウ 公共牧場管理技術等指導の実施
事業実施主体は、公共牧場の経営管理技術等の充実強化を図るため、

牧場の再編又は経営の改善が急務となっている公共牧場に対して、学識
経験を有する者等による技術指導を実施するとともに、指導教材を作成
するものとする。

エ 公共牧場経営実態等調査の実施
事業実施主体は、全国の公共牧場について、公共牧場の実態の把握、

その活性化方針等の検討のため、各牧場の経営実態等に関する調査及び
分析検討を行うものとする。

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

８ 家畜改良増殖対策推進事業
（１）乳用牛改良増殖推進

ア 乳用牛改良体制強化
（ア）全国乳用牛総合改良推進対策協議会の開催

社団法人家畜改良事業団（以下、「改良事業団」という。）は、後代
検定及び牛群検定を総合的に推進し、全国の乳用牛改良体制の強化を
図るため、中央及び都道府県の乳用牛改良関係団体、行政機関、農業
団体、学識経験を有する者等をもって構成する全国乳用牛総合改良推
進対策協議会を開催するものとする。

（イ）乳用牛改良地域指導者研修会の開催
改良事業団は、地域における乳用牛改良の指導者を育成し、もって

乳用牛改良体制の強化を図るため、乳用牛改良関係者を対象として、
乳用牛改良地域指導者研修会を開催するものとする。

イ 乳用牛群検定普及定着化
改良事業団は、独立行政法人家畜改良センター（以下「改良センター」

という。）の技術指導の下、乳用牛群検定の普及定着を図るため、別に
定める乳用牛改良増殖推進事業検定実施方法及び基準（以下「乳用牛検
定基準」という。）に従い、以下の事業を行うものとする。

（ア）公正な事業の運営を図るため、学識経験等を有する者等をもって構
成する全国牛群検定推進会議を開催し、事業の推進計画の策定等を行
うとともに、乳用牛検定基準に従い乳用牛改良事業を実施する都道府
県（以下「事業実施都道府県」という。）と協議の上、事業実施都道



府県内で乳用牛検定基準に従い乳用牛改良事業を実施する事業実施主
体（以下「県事業実施主体」という。）に対する適切な助言及び指導
を行うものとする。
なお、事業の実施に当たっては、事業実施都道府県、県事業実施主

体をもって構成する牛群検定推進ブロック会議を開催し、事業実施計
画等の周知徹底を図るものとする。

（イ）検定記録表の作成及び配布、検定記録の集計分析、検定成績のとり
まとめ並びに事業実施都道府県、検定組合等への送付を行うとともに、
牛群検定情報の高度な分析及び利用並びに事業実施都道府県が行う牛
群検定情報の分析及び分析結果に基づく検定組合等への指導を推進す
るため、事業実施都道府県の職員、学識経験を有する者等をもって構
成する牛群検定情報分析活用検討会を開催し、分析手法の検討を行い、
牛群検定情報の分析システムを開発するものとする。

（ウ）自動搾乳システム定着化推進
改良事業団は、自動搾乳システムにおける能力検定の改善を図るた

め、技術的課題の調査及び自動搾乳システムから得られた乳量・乳成
分等のデータの集計・分析を行い、学識経験を有する者、試験研究機
関、行政機関、農業団体の役職員等をもって構成する自動搾乳データ
分析検討会において、自動搾乳システム経営に適した泌乳能力の検定
手法、遺伝的能力評価への活用等について検討する。
また、国内において今後検定器具としての承認が見込まれる自動サ

ンプリング装置をモデル農家へ貸し付け、運用状況及び乳量・乳成分
に関する情報等について調査を行うものとする。

ウ 乳用種雄牛後代検定推進
改良事業団は、乳用牛検定基準に従い、次に掲げる会議の開催、候補

種雄牛の生産及び選定、検定実務の調査のとりまとめ等を行い、乳用種
雄牛の後代検定を推進するものとする。

（ア）事業の推進計画を策定するための乳用牛改良関係団体、学識経験を
有する者等をもって構成する後代検定中央推進会議の開催

（イ）候補種雄牛の選定、検定済種雄牛の選抜等について検討協議を行う
ための乳用牛改良関係団体、学識経験を有する者等をもって構成する
後代検定運営協議会の開催

（ウ）全国的な調整交配の推進、検定材料娘牛の配置調整等後代検定に関
する実務に関する後代検定推進計画を策定するための事業実施都道府
県、乳用牛改良関係団体等をもって構成する全国後代検定推進会議の
開催

（エ）後代検定実務を円滑に推進するための乳用牛改良関係団体等をもっ
て構成する後代検定関係団体打合せ会議の開催

（オ）後代検定の対象となる候補種雄牛の条件が明らかとなる候補種雄牛
の選定基準を作成するための学識経験を有する者等をもって構成する
候補種雄牛選定基準検討会の開催

（カ）後代検定推進計画に基づく調整交配の円滑かつ適正な推進を図るた
めの事業実施都道府県、県事業実施主体をもって構成する検定材料娘
牛生産調整ブロック会議の開催



（２）肉用牛改良増殖推進
ア 肉用牛改良専門委員会の開催

改良事業団は、改良センターの技術指導の下、肉用牛改良の円滑な推
進を図るため、生産者、肉用牛関係団体職員、事業実施都道府県職員、
学識経験者等により構成する肉用牛改良専門委員会を開催し、次に掲げ
る事項について検討するものとする。

（ア）特定形質雌牛の選定利用方針（以下「選定利用方針」という。）の
策定に関する事項

（イ）特定形質雌牛の選定及び計画交配の実施に関する事項
（ウ）後代検定成績の集計分析手法等に関する事項
（エ）共同利用種雄牛（広域後代検定実施県等が共同で利用できる種雄牛

をいう。以下同じ。）の選定並びに精液の利用及び配布に関する事項
（オ）その他肉用牛の改良推進に必要な事項
イ 肉用牛改良推進中央協議会の開催

改良事業団は、改良センターの技術指導の下、事業の円滑な推進を図
るため、肉用牛関係団体職員、事業実施都道府県職員、改良センター職
員等を参集して肉用牛改良推進中央協議会を開催し、次に掲げる事項に
ついて連絡及び協議するものとする。

（ア）基準種雄牛の選定及び精液配布に関する事項
（イ）後代検定牛及び基準種雄牛の計画交配及び調査子牛の配置に関する

事項
（ウ）都道府県が調査子牛を購入して肥育する場合の実施計画に関する事

項
（エ）共同利用種雄牛の選定並びに精液の利用及び配布に関する事項
（オ）その他事業の推進に関する事項
ウ 後代検定等に関する血統分析等

改良事業団は、改良センターの技術指導の下、後代検定基準に従い、
選定利用方針の策定のための基礎資料を作成するとともに、後代検定等
に関する血統分析等を行うものとする。

（３）肉用牛繁殖雌牛調査指導
ア 繁殖能力等向上企画開発委員会の開催

中央畜産会は、繁殖雌牛群の能力向上等のために必要とされる情報を
的確に分析し、円滑な提供を図るため、肉用牛関係団体職員、事業実施
都道府県職員等により構成される繁殖能力等向上企画開発委員会を開催
し、次に掲げる事項について検討するものとする。

（ア）生産及び経営に関する情報の入出力、集計、分析及び処理に関する
事項

（イ）繁殖能力等の向上に必要な調査項目、様式等の企画に関する事項
（ウ）調査票の記載方法及び分析情報の活用方法に関する事項
（エ）指導情報の作成に関する事項
（オ）その他特に検討を要する事項
イ 繁殖能力等の情報処理等

中央畜産会は、後代検定基準に従い、全国の繁殖雌牛の繁殖能力等の
情報処理、都道府県に対する情報提供等を行うものとする。



（４）豚改良増殖推進
改良事業団は、改良センターの指導の下、学識経験を有する者、試験研

究機関、行政機関、養豚関係団体等の役員等をもって構成する全国協議会
を開催し、遺伝的能力評価体制の整備に必要な評価形質や測定方法等の条
件及び技術的課題について検討並びに事例等の調査を行うとともに、能力
検定の方法や評価結果の活用法等のマニュアルを作成し、遺伝的能力評価
の普及定着のための普及推進会議を開催するものとする。

（５）事業の委託
改良事業団は、（２）のウ及び（４）の事業の一部を登録団体等に、そ

の他の事業の一部を農業協同組合、農業協同組合連合会、酪農関係団体等
に、委託して行うことができるものとする。

９ 畜産新技術実用化対策推進事業
（１）和牛有用遺伝子の解明促進

事業実施主体は、和牛の形質に関する遺伝子特許を知的財産権として戦
略的に活用するため、次に掲げる事項を行うものとする。
ア 都道府県、大学、試験研究機関、畜産関係団体等からなる知的財産活
用協議会を開催し、次の事項を検討するものとする。

（ア）和牛の形質に関する遺伝子特許の取得について
（イ）和牛の形質に関する遺伝子特許の一元的管理及び活用について
（ウ）和牛の形質に関する遺伝子特許に係る情報提供について
（エ）その他必要な事項
イ 和牛の形質に関する遺伝子特許を取得するために必要な和牛肉の客観
的評価指標の開発、データの収集及び解析並びにこれらの実施に要する
機械、器具及び牛の導入又は整備を行うものとする。

ウ イのデータの収集及び解析の結果を踏まえ、和牛の形質に関する遺伝
子特許の出願を行うものとする。

エ 和牛の形質に関する特許の効率的な活用を図るために必要なパンフレ
ットの作成・配布、研修会の開催等を行うものとする。

（２）ＤＮＡ育種技術開発実用化
ア 事業実施主体は、ＤＮＡ解析技術を活用した家畜の育種手法（以下、
「ＤＮＡ育種技術」という。）の開発及びその利用を図るため、都道府
県等との連携の下、ＤＮＡ解析用サンプルの採集、経済形質及び疾病に
関するデータの収集、経済形質等に関与するＤＮＡマーカー又は遺伝子
の特定、特定したＤＮＡマーカー等の有効性等の検証を行うものとする。

イ 事業実施主体は、都道府県等との連携の下、ＤＮＡ育種技術の開発及
びその利用に関する情報の収集分析を行うとともに、ＤＮＡ育種技術の
利用法等について専門的な検討を行うため、学識経験者等をもって構成
するＤＮＡ育種検討委員会を開催する。また、ＤＮＡ育種技術の開発及
びその利用を推進するため、国、都道府県及び関係団体をもって構成す
る全国ＤＮＡ育種推進会議を開催するとともに、都道府県が行うＤＮＡ
育種技術開発及び技術者養成に対する技術的な支援を行う。



（３）家畜個体識別情報の活用促進
ア 製造飼料データベースの管理

改良事業団は、消費者等の求めに応じて畜産経営が発行した個体毎の
給与飼料一覧表等に記載された飼料の内容を容易に照会することが可能
となる製造飼料データベースの保守管理及び改善を行うものとする。

イ 地方個体管理情報システムの構築とモデル実施
改良事業団は、農協等の人工授精等に関する既存システムを調査及び

検討した上で、これらと個体識別番号を共有させて利用するシステムの
開発及び配布を行うとともに、当該システムをモデル的に実施する地域
について必要となる機器を貸し付けるものとする。

ウ 飼養管理等情報提供システムの構築
改良事業団は、飼養管理等の情報提供に関する調査及び検討を行い、

畜産経営からの飼養管理等情報を効率的に収集するデータベースの構築
及び管理を行うとともに、当該データベースの構築に必要なソフトの開
発及び配布を行うものとする。また、地域で構築された飼養管理等情報
データベースと家畜個体識別データを連携し、家畜個体識別番号から飼
養管理等情報を容易に検索できるシステムの構築を行うとともに、これ
に必要な機器の整備を行うものとする。

（４）事業の委託
事業実施主体は、（１）及び（２）の事業にあっては事業実施主体の

長が適当と認める者に、また、改良事業団は、（３）の事業の一部を改
良事業団の理事長が適当と認める団体に委託して行うことができるもの
とする。

10 生乳・牛乳乳製品流通対策推進事業
（１）事業実施主体は、生乳の精緻な需給見通し及び生産計画の策定のために

必要な地域の生産動向、消費者の嗜好、国外の需給動向等の調査、それら
に基づく需給見通し及び生産計画の検討・作成、作成された需給見通し及
び生産計画の広報等を行うものとする。

（２）事業実施主体は、広域的な生乳流通に対応した乳成分、体細胞数、細菌
数、抗生物質等の残留についての検査方法の統一を図るため、乳成分、体
細胞数、細菌数、抗生物質等の残留の統一的な検査方法の検討・策定、統
一的な乳成分、体細胞数、細菌数、抗生物質等の残留の検査方法について
のマニュアルの作成、研修会の開催等を行うものとする。

11 加工・業務用対応型野菜生産流通拡大事業
（１）事業内容の欄の「検討会の開催」については、加工・業務用野菜におけ

る国産野菜のシェアを奪回するとともに、契約取引の導入を推進するため、
学識経験者、生産者、流通業者等で構成される検討会を設置し、次のアか
らエに掲げる事項について、企画、調査及び実証等を行うものとする。
ア 国産野菜の安定供給体制確立に向けた調査・実証
イ 全国及び地域段階のセミナーの開催等による普及・啓発に関する事項



ウ 契約取引の推進のために必要な人材の育成に係る研修会の企画・検討
に関する事項

エ 天候の影響等不測の事態に対して柔軟かつ機動的に対応している優良
取引事例の調査・分析に関する事項

オ その他、加工・業務用需要に対応した産地体制の整備に関する調査・
検討等に関する事項

（２）事業実施主体は、必要に応じ、事業の一部を委託することができるもの
とする。

12 そば需要開拓対策事業
（１）事業の運営について

ア 事業実施主体は、本事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、有識者
からなる推進協議会を設置し、事業内容の詳細及び具体的推進方策等に
ついて協議しつつ、本事業を実施するものとする。

イ 推進協議会は、必要に応じて随時開催するものとする。
（２）事業内容について

事業内容の欄12に基づき、国産原料の需要が期待される業界に対する市
場化調査の実施、国産そば使用ロゴマークの制定及びメニューや商品への
貼付の推進、そば作優良経営内容の調査分析等、国産そばの新たな需要開
拓と実需者との安定的な取引を推進する事業を実施するものとする。

（３）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

13 燃料電池農業分野利活用調査事業
（１）事業の運営について

ア 事業実施主体は、事業の円滑かつ効率的な運営を図るための専門部会
等を開催するとともに、新技術の実用化等についての調査及び指導を行
うものとする。

イ 専門部会の運営は、次により行うものとする。
ａ 専門部会は、大学及び試験研究機関（都道府県農業試験場、独立行
政法人等）及び民間企業等をもって構成する。

ｂ 専門部会は、必要に応じ随時開催する。
ウ 専門部会は、専門的立場から調査検討を行う。

（２）事業内容について
事業内容の欄15に基づき、燃料電池について、農業分野における実用化

の可能性を探るとともに、燃料電池を農業分野に利活用する場合の技術的
な課題や経済性等についての調査・検討を行う事業を実施するものとする。

（３）モデル集団の設置について
現地実証を行うに当たっては、モデル集団を設置できるものとする。な

お、モデル集団は、それぞれ次の要件を満たすものとする。
ア モデル集団の運営主体が、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法
人以外の農業生産法人又はその他の営農集団（代表者の定めがあり、か
つ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。）であるこ



と。
イ 県、市町村、農業協同組合等の関係団体等において適切な肥培管理及
び病害虫防除の実施等取組の推進及び指導体制が整備されているか、又
は整備されることが確実であると見込まれること。

（４）事業の委託
事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託

することができるものとする。

14 いぐさ・畳表産地改革推進事業
（１）この事業は、いぐさ・畳表産地の構造改革を推進するため、次に掲げる

取組を行うものとする。
ア 需給動向の調査

いぐさ・畳表等について、資料や情報の収集、調査・分析とともに、
会議の開催などを通じて、国産及び外国産の生産状況並びに国内の需要
量を的確に把握する。

イ 国産畳表等の需要拡大
国産畳表等について、品質向上支援、消費者及び実需者等に対するマ

ーケティング調査・分析、機能性等の啓発活動、消費拡大策、消費者等
への情報提供等の取組を行い、需要拡大を図る。

（２）事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係する農業団体等に委託
することができるものとする。

15 エコフィード推進対策事業
（１）事業実施主体者は、次に掲げる事項に取り組むものとする。

ア エコフィード（食品残さ飼料化）の推進に係る次のイからオまでの事
項について、効率的かつ効果的に行うため、学識経験者等の関係者で構
成される企画検討委員会の開催

イ 食品関係団体との連携によるエコフィード資源の排出実態調査の実施
及び畜産生産者への利用意向調査の実施

ウ エコフィード生産に取り組む際の一定の指針となるエコフィードマニ
ュアルの作成

エ エコフィードの安全性を確保するため、第三者機関がエコフィードを
認証する仕組みを検討するための協議会の開催

オ 食品産業関係者、生産者、消費者、飼料メーカー等を対象にエコフィ
ードに対する理解の醸成を目的としたシンポジウム、推進会議等への支
援

（２）事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ関係団体等に委託すること
ができるものとする。

16 和牛精液等流通管理体制構築推進事業
（１）地域段階でのモデル構築

事業実施主体は、地域段階におけるモデル的な和牛の精液の流通管理体
制構築のため、次の事項に取り組むものとする。
ア 地域精液生産者、農業者団体、家畜人工授精師等からなる協議会の開
催



イ 流通段階における和牛の精液の在庫状況の調査
ウ 和牛の精液についての生産情報と最終使用情報を正確に照合すること
ができる情報フィードバックシステムの開発及び整備（ただし、システ
ムの基礎的な部分については、（２）のイにより開発された基礎システ
ムを用いるものとする。）

（２）全国的な普及のための取組
事業実施主体は和牛の精液についての生産情報と最終使用情報を正確に

照合することができる情報フィードバックシステムを全国的に普及させる
ため、次の事項に取り組むものとする。
ア 全国的な和牛の精液等の使用実態についての調査
イ 和牛精液についての生産情報と最終使用情報を正確に照合し得る情報
フィードバックシステムのうち全国共通となる基礎システムの開発

ウ 個体識別番号と連動したバーコード番号の割振り手法を検討するため
の検討会の開催

（３）その他
（１）及び（２）の実施主体は、相互に連携して取組を実施するものと

する。
（４）事業の委託

事業実施主体は、事業の一部を、必要に応じ他の民間団体に委託するこ
とができるものとする。

附則
１ この要領は、平成17年４月１日から施行する。
２ 「強い農業づくり交付金実施要領の制定について」（平成17年４月15日付
け16生産第8262号生産局長通知）により廃止された「生産振興総合対策事業
実施要領」（平成14年４月15日付け13生産第10200号生産局長通知。以下「旧
生産総合要領」という。）第９のⅡの４の畜産経営維持安定特別対策事業に
係る規定については、なおその効力を有する。
なお、社団法人全国畜産経営安定基金協会会長は、事業の終了年度までの

期間、毎年度、事業の実施状況を生産局長に報告するものとする。
また、社団法人全国畜産経営安定基金協会は、基金の管理について、旧生

産総合要領第９のⅡの４の（１）の規定に基づくほか、事業に要する経費の
額が確定したことにより維持安定基金に使用見込みのない残額が生じた場合
には、当該残額を国に返還するものとする。
さらに、旧生産総合要領第９のⅡの４の（２）の「アの（ア）、ウの（ウ）

及びウの（エ）」の規定に基づく生産局長への承認申請は、都道府県を経由
して行うこととし、都道府県知事は、申請に問題ない旨の意見書を付して生
産局長に提出するものとする。

附則
１ この改正された要領は、平成18年３月31日から施行する。ただし、同年４
月１日から適用する。
２ 社団法人中央畜産会は、「畜産振興総合対策事業実施要領」（平成12年４月



１日付け12畜Ｂ第312号農林水産省生産局長通知）の第２の４の畜産生産技術
高度化機械リース事業の基金の管理について、当該要領の第２の４の（１）
のアの（ア）のｄの規定に基づくほか、事業に要する経費の額が確定したこ
とにより、当該基金に使用見込みのない残余が生じた場合には、当該残余を
国に返還するものとする。

３ 社団法人中央畜産会は、「畜産再編総合対策事業実施要領」（平成７年４月
１日付け７畜Ｂ第371号農林水産事務次官依命通達）の別表（第４の関係）の
１２の経営効率化機械緊急整備リース事業の基金の管理について、「畜産再
編総合対策事業の運用について」（平成７年４月１日付け７畜Ｂ第373号農林
水産省畜産局長）の第13の１の（４）の規定に基づくほか、事業に要する経
費の額が確定したことにより、当該基金に使用見込みのない残余が生じた場
合には、当該残余を国に返還するものとする。

附則
１ この通知は、平成19年４月１日から施行する。



別記様式１号－１

番 号

年 月 日

農林水産省生産局長 殿

所在地

団体名

代表者 氏 名 印

平成 年度農業競争力強化対策民間団体事業実施計画の（変更）承認申請について

平成○○年度において、農業競争力強化対策民間団体事業（○○○○○）を実施したいので、

農業競争力強化対策民間団体事業実施要綱（平成17年４月１日付け16生産第8097号農林水産事

務次官依命通知）第３の１に基づき、関係書類を添えて（変更）承認申請する。

１ 関係書類として別添を添付すること。

２（○○○○○）には、要綱別表の事業内容の欄の１～16を記入すること。

３ 公募要領に定める申請様式等を添付すること。



別 添

第１ 地産地消推進活動支援事業

（１）地産地消普及促進事業

ア 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円

イ 事業の目的

ウ 事業の内容

（ア）地産地消に関する調査会及び協議会等の開催計画（又は実績）

回数 開催時期 場所 参集人数 会議の内容

回 年 月 人

（イ）事例調査・分析の方針・方策（又は実績）

（ウ） 調査・分析の計画（又は実績）

項目 時期 対象 方法（結果）

（エ）地産地消活動交流会等の開催計画（又は実績）

交流会名 実施時期 内容等 備考

（オ）事業報告の作成及び配布計画（又は実績）

名称 部数 内容 備考



（２）地産地消情報提供事業

ア 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円

イ 事業の目的

ウ 事業の内容

（ア）地産地消情報提供事業企画委員会の開催計画（又は実績）

回数 開催時期 場所 参集人数 会議の内容

回 年 月 人

（イ）地産地消推進情報提供体制確立に向けての方針・方策（又は実績）

（ウ） 地産地消推進情報提供体制整備の計画（又は実績）

提供方法 実施時期 内容等 備考

（３）地産地消人材育成事業

ア 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円

イ 事業の目的



ウ 事業の内容

（ア）人材育成講習会等の開催計画（又は実績）

回数 開催時期 場所 参集人数 会議の内容

回 年 月 人

（イ）人材育成の方針・方策（又は実績）

（ウ）講習教本等の作成及び配布計画（又は実績）

名称 部数 内容 備考

第２ 花きを暮らしに取り込む活動等推進事業

１ 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円

２ 事業の目的

３ 事業の内容

（１）花きを暮らしに取り込む活動等推進計画の策定

ア 基本委員会の設置運営

（ア）基本委員会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考



（イ）基本委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

（２）花で潤いのある生活の普及

ア 花きを活用した生活向上のモデル的取組の普及

（ア）花と緑の園芸技術交流会の開催

① 園芸技術交流会運営委員会の設置運営

ａ 園芸技術交流会運営委員会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考

ｂ 園芸技術交流会運営委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

② 園芸技術交流会開催計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

開 催 場 所

開 催 期 間

開 催 概 要

③ 園芸技術交流会報告書作成計画（又は実績）

報告書の内容 作成部数 配 布 先 備 考

部

（イ）花きと緑を活用したゆとりある地域づくりの推進

① 地域づくり実践会議の設置運営

ａ 地域づくり実践会議の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考



ｂ 地域づくり実践会議の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

② 地域づくり優良事例検討会の設置運営

ａ 地域づくり優良事例検討会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考

ｂ 地域づくり優良事例検討会の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

ｃ 現地調査の実施計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

調 査 員

調 査 期 間

調 査 場 所

調 査 概 要

イ 花のある生活様式の提案

（ア）検討委員会の設置運営

① 検討委員会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考

② 実施計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考



③ 普及啓発資料作成配布計画（又は実績）

資料の内容 作成部数 配 布 先 備 考

部

（３）花き生産・流通構造転換等の推進

ア 花きの技術・経営コンクールの開催

（ア）花きの技術・経営コンクール審査会構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考

（イ）花きの技術・経営コンクール開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

（ウ）現地調査の実施計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

調 査 員

調 査 期 間

調 査 場 所

調 査 概 要

（エ）花きの技術・経営コンクール報告書作成計画（又は実績）

報告書の内容 作成部数 配 布 先 備 考

部

イ 花きの生産者及び出荷業者と小売業者との連携強化等の促進

（ア）協議会の設置運営

① 協議会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考



② 協議会の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考

（イ）モデル集会計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

開 催 計 画

開 催 期 間

開 催 概 要

（ウ）現地調査の実施計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

調 査 員

調 査 期 間

調 査 場 所

調 査 概 要

（エ）花き情報収集調査結果報告書作成計画（又は実績）

報告書の内容 作成部数 配 布 先 備 考

部

ウ 花き生産における環境負荷低減等の推進

（ア） 検討委員会の設置運営

① 検討委員会の構成計画（又は実績）

所 属 ・ 職 名 氏 名 備 考

② 検討委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 内 容 備 考



（イ）各種環境関連認証制度等の現地調査計画（又は実績）

区 分 内 容 備 考

調 査 対 象

調 査 期 間

調 査 経 路

調 査 概 要

（ウ）報告書作成配布計画（又は実績）

報告書の内容 作成部数 配 布 先 備 考

部

第３ 有機農業等指導推進事業

１ 本事業の実施法人の概要

２ 本事業の目的（委員会、実証試験、普及啓発の目的、期待される結果）

３ 本事業の実施体制図

担当する項目 組織名・所属・役職・氏名

総括責任者

会計担当

○○担当

○○担当

○○担当（委託）

○○担当（委託）

（注）一部事業内容について委託を行う場合は、その委託予定先についても記入してください。



４ 事業総活表

（単位:円）

負担区分

事 業 内 容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

・技術評価検討委員会の開催

・技術の実証試験等の実施

・有機農業等環境保全型農業の推進

（普及啓発等）

５ 事業の内容

ア 有機農業に関連する技術の実証、生産物の品質等への影響評価

（１）技術評価検討委員会の開催計画（又は実績）

① 委員会設置計画（又は実績）

委員会の種別 構 成 員 所 属 備 考

技術評価検討委員会

② 技術評価検討委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 開催場所 出席者 委員会での実施内容

１回目 年 月

２回目 年 月



（２）技術の実証試験等の実施計画（又は実績）

① ほ場実証の概要

実証する 実証する技術・農法 対象作物 本事業 本技術 本技術・農法に関

技術・ の概要 、品種、 で の 農法を する第３者の技術

農法名 （技術の内容、開発 作型 実 証 実証対 評価（文献報告等

者及び開発時期、普 内 容 象とす ）の実施状況

及状況等） 理由

①

②

③

④

（注）記入欄については、実施の実施規模、事業内容等の必要に応じて行を増減する等

修正いただいてかまいません。(以下同じ。）



② ほ場実証の実施計画（又は実績）

実施 実 施 月別実施計画 実証する技

予定 面積計 術に関して

場所 （ａ） ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 指導を求め

る予定の機

関、専門家

等名

①

②

③

④

③ 実証ほ場選定の考え方（ほ場履歴、ほ場の環境条件等、実証ほ選定に当たって考慮

すること）



④ 実証ほ場の土壌、環境、収穫物等の分析調査の実施計画（又は実績）

分析調査 分析対象 分析項目・分析方法・ 分析時期 当該項目の分析が必要

の実施予 分析点数 な理由

定者

①

②

③

④

⑤ 実証技術・農法に関する現地検討会の開催計画（又は実績）

開催時期 参集範囲 開催内容

①

②

③

④

（３）情報提供の方法（有機農業に関連する技術の実証、生産物の品質等への影響評価）



（４）年間スケジュール（有機農業に関連する技術の実証、生産物の品質等への影響評価）

委員会開催、ほ場 月別の作業等 備考

実証、分析調査、

情報提供、取りま ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

とめ

イ 有機農業等環境保全型農業の推進（普及啓発等）

（１）全国推進協議会の開催

① 協議会設置計画（又は実績）

委員会の種別 構 成 員 所 属 備 考

全国推進協議会

② 全国推進協議会の開催計画（又は実績）

開催時期 場所 出席者 委員会の内容

年 月

（２）環境保全型農業技術研修会の開催計画（又は実績）

開催時期 場所 出席者 研修会の内容

年 月

（３）優良事例の選考（事例情報の提供活動）

① 審査委員会設置計画（又は実績）

委員会の種別 構 成 員 所 属 備 考

中央審査委員会

ブロック審査委員会



② 審査委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 場所 出席者 委員会の内容

中央審査委員会 年 月

ブロック審査委員会 年 月

（４）優良農業者の表彰の実施計画（又は実績）

開催時期 開催場所 出席者 実施内容

年 月

年 月

（５）優良農業者の業績普及の方法

（６）普及啓発等年間スケジュール（有機農業等環境保全型農業の推進（普及啓発等））

協議会、検討会、 月別の普及啓発等 備考

審査委員会、優良

農業者表彰 等 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

第４ 土壌改良資材等効果検証手法開発事業

１ 本事業の実施法人の概要

２ 本事業の目的



３ 本事業の実施体制図

担当する項目 組織名・所属・役職・氏名

総括責任者

会計担当

４ 事業総括表

（単位：円）

負担区分

事 業 内 容 事業費 備 考

国 庫 事業実施

補助金 主 体

・有効性確認手法検討委員会の開催

・資材効果等分析試験の実施

・栽培試験の実施

・事業実施報告書、マニュアルの作成

・文献等、情報の収集

５ 事業の内容

（１）有効性確認手法検討委員会の開催計画（又は実績）

① 委員会設置計画（又は実績）

委員会の種別 構 成 員 所 属 備 考

有効性確認手法検討委員

会



② 有効性確認手法検討委員会の開催計画（又は実績）

開催時期 開催場所 出席者 委員会での実施内容

１回目 年 月

２回目 年 月

３回目 年 月

４回目 年 月

（２）資材効果等分析試験の実施計画（又は実績）

① 分析の概要

分析機 分析の概要 対象とする 当該効果を対 当該分析を行う理由

関名 （分析方法、分析項目、 資材の効果の 象とする理由 （分析手法に関する

分析点数等） 概要 情報・知見等）

①

②

③

④

② 栽培試験の実施計画（又は実績）

栽培試験予 実 施 月別実施計画 試験責任者

定場所 面積計

（検証する （ａ） ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

効果の種類）

①

②

③

④



（３）報告書・マニュアル作成の概要（作成手順、配布）

（４）年間スケジュール（全体）

委員会開催、資材効果 月別の作業等 備考

等分析試験、栽培試験、

情報収集、報告書・マ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

ニュアル作成

第５ 日本茶品質管理認証システム構築事業

１ 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備 考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円

２ 事業の目的

３ 事業の内容

（１）システム開発委員会等の開催

ア システム開発委員会

（ア）システム開発委員会設置計画（又は実績）

委員 氏名 委員の所属・役職 備 考



（イ）システム開発委員会開催計画（又は実績）

開 催 会議名 参加人数 内 容 備 考

年月日

（ウ）システム開発委員会報告書作成計画（又は実績）

報告書の内容 作成部数 配布先 備 考

イ 専門部会

（ア）専門部会設置計画（又は実績）

部会名 委員 氏名 委員の所属・役職 備 考

（イ）専門部会開催計画（又は実績）

開 催 会議名 参加人数 内 容 備 考

年月日 （部会名）

（ウ）専門報告書作成計画（又は実績）

部会名 報告書の内容 作成部数 配布先 備 考

（２）現地実態調査の実施

ア 現地実態調査の実施計画（又は実績）

調査の対象 区 分 調査項目 備 考

生産段階 調査員数

調査時期（回数）

調査場所

加工段階

流通段階



イ 調査方法

＊調査の対象、方法、内容等を具体的に記述すること。

（３）品質分析調査等の実施

ア 成分調査

（ア）成分調査実施計画（又は実績）

成分（物質名） 調査対象・条件 備 考

＊調査対象・条件の欄には、調査対象（荒茶・仕上茶の別、茶種（玉露、煎茶等））、条件（保存状

態（常温、低温、冷凍）、製造からの保存期間の別等）について記入すること。

（イ）調査内容

＊調査する成分ごとに方法、数量等を具体的に記述すること。

イ 危害因子調査

（ア）危害因子調査実施計画（又は実績）

危害因子の名称 調査対象・条件 備 考

＊調査対象・条件の欄には、調査対象（荒茶・仕上茶の別、茶種（玉露、煎茶等））、条件（保存状

態（常温、低温、冷凍）、製造からの保存期間の別等）について記入すること。

（イ）調査内容

＊調査する危害因子ごとに方法、数量等を具体的に記述すること。

ウ 官能調査

（ア）官能調査実施計画（又は実績）

対象項目 調査対象・条件 備 考

（外観、香気等）

＊調査対象・条件の欄には、調査対象（荒茶・仕上茶の別、茶種（玉露、煎茶等））、条件（保存状

態（常温、低温、冷凍）、製造からの保存期間の別等）について記入すること。



（イ）調査内容

＊調査対象項目ごとに方法、数量等を具体的に記述すること。

第６ 畜産生産基盤育成強化対策推進事業

１ 総括表

事業名 事 業 内 容 事業量 単価 事業費 負 担 区 分 事業の委託 備考

対象 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

活動等 域等)等 体

畜産生産 円 千円 千円 千円 (1) 委託先

基盤育成 (2) 委託す

強化対策 る事業の

推進事業 内容及び

それに要

する経費

２ 個別事業実施計画添付資料

Ⅰ 社団法人中央畜産会関係

（１）経営技術の高度化推進

ア 事業費総括表 （単位：千円）

戦略・評価会議 委員会等 資料作成 専門家集団 研修会等 計

の開催 等 の派遣・設置

会議費 調査費

イ 戦略・評価会議

（ア）戦略・評価会議の開催

区分 開催回数 構成人員 構 成 機 関 内 容



（イ）調査等の実施

調 査 人 員 調 査 内 容

ウ 委員会等の開催

会 議 名 開催場所 参加人員 内 容

エ 指導用資料等の作成

作 成 資 料 名 内 容 部 数 配布先

オ 専門家集団の派遣等

構成人員 構成機関 助言回数 内 容 派遣回数 内容

カ 専門家集団の構成員等のスキルアップ・人材育成研修会の開催等

区分 開催回数 構成人員 構 成 機 関 内 容

（２）生産・経営情報中央データベースの構築等

ア 事業費総括票 （単位：千円）

システム開発等 会議の開催 マニュアル等の 研修会等 調査の実施 計

作成 の開催

イ システム開発、管理・運用等

区 分 内 容 備考



ウ 会議の開催

会 議 名 開催場所 参加人員 内 容

エ マニュアル等の作成

区 分 内 容 備考

オ 研修会等の開催

区 分 開催回数 構成人員 構 成 内容

カ 調査等の実施

区 分 事 例 数 内 容

（３）産地リーダー養成研修会・経営者交流会の開催等

ア 事業費総括表 （単位：千円）

会議の開催 産地リーダー養成研修会 経営者交流会 計

イ 会議の開催

会 議 名 開催場所 参加人員 内 容

ウ 産地リーダー養成研修会の開催

区 分 開催回数 構成人員 構 成 内 容



エ 経営者交流会の開催

区 分 開催回数 構成人員 構 成 内 容

（４）畜産情報ネットワーク（ＬＩＮ）推進

ア 事業費総括表 （単位：千円）

委員会等の開催 情報提供推進 調査・研修会開催 計

イ 委員会等の開催

区 分 実施回数（日数） 構成人員 構 成 内 容

機 関

ウ 情報提供推進

区 分 内 容 備 考

エ 情報提供・利用促進調査・研修会の開催

区 分 開催回数 構成人員 構 成 内 容

機 関

（５）畜産関係情報相互交流体制推進

ア 事業費総括表 （単位：千円）

会議の開催 現地調査 現地交流会 アンケートの 機器整備・シス 計

の実施 の開催 実施 テム構築



イ 会議の開催

区 分 開催回数 構成 構成機関 内 容

人員

ウ 現地調査の実施

調 査 人 員 調 査 内 容

エ 現地交流会の開催

区 分 開催回数 構成 構 成 内 容

人員

オ アンケートの実施

実施場所 回数 調査対象及び人数 調査内容 備考

カ 機器の整備及びシステムの構築

区 分 内 容 備 考

Ⅱ 民間団体等関係

（１）畜舎建築に係る関連基準の検討

事 業 内 容 事業の実施計画

（事業の細目ごとに、実施期間、対象、参加人数、内容等について記入する。）



（２）畜産経営の担い手育成に向けた経営継承促進等

ア 畜産の担い手育成協議会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

イ 経営・財務管理指導

（ア）中央段階

① 経営・財務管理に係る実践的指導手法等の検討及び普及

区 分 検討及び普及の方法 事 業 費 備 考

千円

② 経営・財務管理に関する講習会の開催

開催時期 内 容 事業費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

③ 経営改善に関する指導実績等の取りまとめ

区 分 内 容 事業費 備 考

千円

④ その他指導対象者の経営改善に関すること

区 分 内 容 事業費 備 考

千円

（イ）県域段階

① 経営・財務管理に関する講習会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

② 指導対象者の経営改善に関する指導

指 導 の 内 容 指導回数 事 業 費 備 考

千円



③ 指導対象者の経営改善に関する調査

調 査 の 内 容 調査回数 事 業 費 備 考

千円

④ その他指導対象者の経営改善に関すること

区 分 内 容 事 業 費 備 考

千円

（ウ）地域段階

① 畜産経営部門及び農家経済収支の把握ができる記帳に関する指導

指導の内容 指導件数 事 業 費 備 考

千円

② 農家経済収支、資産・負債の把握及び指導対象者に対する経営改善指導

指導の内容 指導件数 事 業 費 備 考

千円

③ 経営改善計画等の作成指導

指導の内容 指導件数 事 業 費 備 考

千円

④ 指導対象者に対する定期的巡回指導

指導の内容 指導件数 事 業 費 備 考

千円

⑤ その他指導対象者の経営改善に関すること

区 分 内 容 事 業 費 備 考

千円



ウ 経営・財務に係る特別相談活動

（ア）中央段階

① 特別相談活動に係る実践的相談手法等の検討及び普及

区 分 検討及び普及の方法 事 業 費 備 考

千円

② 特別相談活動に関する講習会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

③ その他県域段階の経営継承にする調査及び指導

調査及び指導の内容 事 業 費 備 考

千円

（イ）県域段階

① 相談対象者の負債の把握及び分析

把握及び分析の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

② 経営再建の可否等の検討・助言

検討・助言の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

③ 負債処理方法の相談

相談の方法 回 数 事 業 費 備 考

千円

④ 特別相談活動に関する講習会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入）



⑤ 経営・財務等に係る調査

調査の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

⑥ 相談対象者に対する助言指導

指導の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

（ウ）地域段階

① 相談対象者が円滑な経営継承を行うための検討会の開催

検討会の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

② 相談対象者が円滑な経営継承を行うための連絡調整

連絡調整の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

③ 相談対象者に対する経営継承計画及び指導方針の策定

計画及び方針の内容 回 数 事 業 費 備 考

千円

④ 地域の経営継承に関する調査

指導の内容 指導回数 事 業 費 備 考

千円

⑤ 相談対象者に対する助言指導

指導の内容 指導回数 事 業 費 備 考

千円



エ 経営継承促進対策

（ア）中央段階

① 経営継承者の就農事例の発表会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

② 現地調査

現地調査の内容 事業費 備 考

千円

③ その他経営継承者に対する指導に必要な調査

調査の内容 事業費 備 考

千円

④ 情報の収集及び提供

情報の収集及び提供の内容 事業費 備 考

千円

（イ）県域段階

① 畜産経営・家畜飼養管理等の技術指導を行う者に対する研修会及び講習会の開

催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

② 経営継承者が抱える課題に関する研究会の開催

開催時期 内 容 事 業 費 備 考

千円 (場所、参集範囲等を記入)

③ その他経営継承者の経営改善に関すること

区 分 内 容 事 業 費 備 考

千円



（ウ）地域段階

① 経営継承者に対する畜産経営・家畜飼養管理等の技術指導

指導の内容 指導回数 事 業 費 備 考

千円

② 経営継承に対する定期的巡回指導

指導の内容 指導件数 事 業 費 備 考

千円

③ その他経営継承者の経営改善に関すること

区 分 内 容 事 業 費 備 考

千円

第７ 飼料対策推進事業

１ 総括表

事業名
事業内容

事業量 単価 事業費
負担区分

事業の委託 備考

対策活 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

動等 域等)等) 体

飼料対策 円 千円 千円 千円 (1)委託先

推進事業 (2)委託する

事業の内容

及びそれに要

する経費

２ 個別事業実施計画添付資料

（１）条件整備推進

ア 全国飼料増産行動会議の開催

事 業 内 容 事業量 参集範囲 会議内容 備 考

全国飼料増産行動会議の開催 回(人)

○○○



イ 飼料増産行動ブロック会議への出席

事 業 内 容 事業量 参集範囲 会議内容 備 考

飼料増産行動ブロック会議への出 回(人)

席

○○○

ウ 全国飼料増産行動会議・幹事会の開催

事 業 内 容 事業量 参集範囲 会議内容 備 考

全国飼料増産行動会議 回(人)

・幹事会の開催

○○○

エ 啓発普及活動の実施

事 業 内 容 事業量 作成内容 配布先 備 考

(普及・広告内容）

ポスターの作成 部

パンフレットの作成 部

飼料増産冊子の作成 部

新聞広告 回

○○○

オ 放牧経営・推進地区普及指導の実施

事 業 内 容 事業量 内 容 備 考

放牧経営・放牧推進地区普及 回

指導

○○○

カ 自給飼料増産技術向上協議会の開催

開催予定時期 事 参集範囲 検 討 事 項 備 考

業

量

回

(人)



キ 新技術等実態調査等の実施

（ア）新技術実態調査の実施

調査場所 調 調査員数 調 査 内 容 備 考

査

時

期

回

(人)

（イ） 技術情報提供の実施

情 報 内 容 提 供 方 法 備 考

（ウ） 奨励品種種子の流通利用実態等調査の実施

調 査 場 所 調査 調査員数 調 査 内 容 備 考

時期

ク 流通品種特性リストの作成

対象草種等 内 容 備 考

ケ 奨励品種等の普及促進

（ア）キャンペーンの実施

キャンペーン名 部数 配布先 内 容 備 考

等



（イ）研修会の実施

開 催 場 所 開 参加人数 講師数 検 討 内 容 備 考

催

時

期

（ウ）展示ほの設置

展示ほ場設置場所 展示ほ場面 草 種 及 び 品 種 名 備 考

積

㎡

（２）高能力品種開発等整備推進

ア 新需要対応品種調査

（ア）選抜及び実用性調査等の実施

項 目 内 容 備 考

（イ）栽培利用指針策定のための検討会の開催

開催予定時期 参加員数 参集範囲 検 討 事 項 備 考

（ウ）栽培利用指針の策定

対 象 草 種 等 内 容 備 考

イ サイレージ向けとうもろこし品種の国内育成及び海外増殖体制の整備

（ア）親系統の特性調査及び系統適応性検定等の実施

項 目 内 容 備 考



（イ）親系統の特性調査等調査結果のデータベ－ス化等の実施

入 力 項 目 入力数 備 考

（ウ）親系統種子の海外試験採種及び海外先行増殖の実施

採 種 場 所 調査ほ面積 種子増殖量 備 考

㎡ ｔ

（エ）親系統種子の海外備蓄の実施

備 蓄 場 所 備 蓄 量 備 考

ウ 海外採種適地調査の実施

項 目 内 容 備 考

エ 輸入とうもろこし種子の安全性検査体制の整備

項 目 内 容 備 考

オ 高能力品種開発等整備推進のための検討会等への出席

事 業 内 容 事 業 量 備 考

飼料増産ブロック会議への出席 回(人)

○○○

カ 技術開発検討会の開催

事 業 内 容 事業量 参集範囲 会議内容 備 考

技術開発検討会の開催 回

○○○



（３）公共牧場利用体制整備

ア 公共牧場利用体制整備協議会の開催

事 業 内 容 事業量 参集範囲 会議内容 備 考

公共牧場利用体制整備協議会の開催 回

○○○○○

イ 公共牧場利用農家に対する啓発指導の実施

啓発指導項目 事業量 啓発指導内容 備 考

ウ 公共牧場管理運営技術等指導の実施

技術指導項目 内 容 備 考

エ 公共牧場経営実態等調査の実施

調 査 項 目 内 容 備 考

第８ 家畜改良増殖対策推進事業

１ 総括表

事業名
事業内容

事業量 単価 事業費
負担区分

事業の委託 備考

対策活 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

動等 域等)等) 体

家畜改良 円 千円 千円 千円 (1)委託先

増殖対策 (2)委託する

推進事業 事業の内容

及びそれに要

する経費



２ 個別事業実施計画添付資料

Ⅰ 社団法人家畜改良事業団関係

（１）乳用牛改良増殖推進事業

ア 会議等開催計画

区 分 開催時期及び場所 参加者数及び参集範囲 内 容 備 考

乳用牛改良体制

強化関係

乳用牛群検定普及定

着化関係

乳用種雄牛後代検定

推進関係

イ 乳用牛群検定普及定着化関係

（ア）実施計画

地 区 検定組合数 検 定 経 営 検 定 牛 １検定経営あたり

平均検定頭数

戸 数
検定種類

頭 数
検定種類

立 自 自 立 自 自

会 家 動 会 家 動

（イ）集計分析計画

集計分析項目 集計分析内容 開発するプログラムの内容 備 考

（ウ）自動搾乳システム定着化関係

ａ 実態調査計画

区分 調査 回数 調査時期 調査員数及び構成 調査 備考

場所 内容



ｂ システム設計及びプログラム開発・修正

システム名及びプログ 内 容 備 考

ラム名

ｃ 集計分析計画

分析項目 分 析 内 容 備 考

ｄ 実証試験調査計画

区 分 事業内 台数 調査場所 回数 調査時期 調査員数及 調査内容 備

容 び構成 考

自動サン 規格・

プリング装 能力等

置

ｅ その他必要な事項

（エ）その他必要な事項

ウ 乳用種雄牛後代検定推進関係

（ア）候補種雄牛生産に係る計画交配実施計画

都道府県名 選定頭数 計画交配の同意を 授精頭数 受胎頭数 備 考

得た頭数

（イ）乳用種雄牛後代検定実施計画 （単位：戸、頭、％）

検定戸数 経産牛頭 検定牛頭 (b)/(a)× 調整交配対象 備考

数(a) 数(b) 100 雌牛頭数

都道府県名

計または平均



（ウ）集計分析計画

分 析 項 目 分 析 内 容 プログラム開発の内容 備 考

（エ）その他必要な事項

（２）肉用牛改良増殖推進

ア 改良専門委員会の開催

構成人数 開催回数 協 議 内 容 備 考

イ 中央協議会の開催

構成人数 開催回数 協 議 内 容 備 考

ウ 後代検定等に関する血統分析等

（ア）集計分析

区 分 カ所数 頭数 備 考

（３）豚改良増殖推進

ア 遺伝的能力評価にかかる会議開催計画

区 分 開催回数 参集範囲及び 内 容 備 考

参加者数

全国協議会

普及推進会議

イ 遺伝的能力評価にかかるマニュアルの作成

作成部数 配布先 内 容 備 考



Ⅱ 社団法人中央畜産会関係

（１）肉用牛繁殖雌牛調査指導

ア 繁殖能力等向上企画開発委員会の開催

構成人数 開催回数 協 議 内 容 備 考

イ 繁殖能力等の情報処理等

繁殖能力等集計分析

集計分析項目 内 容 備 考

第９ 畜産新技術実用化対策推進事業

１ 総括表

事業名
事業内容

事業量 単価 事業費
負担区分

事業の委託 備考

対策活 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

動等 域等)等) 体

畜産新技 円 千円 千円 千円 (1)委託先

術実用化 (2)委託する

対策事業 事業の内容

及びそれに要

する経費

２ 個別事業実施計画添付資料

Ⅰ 民間団体等関係

（１）和牛有用遺伝子の解明促進

ア 知的財産活用促進

（ア）知的財産活用推進協議会開催

会議の名称 開催回数 開催時期 開催場所 参加者数 参集範囲 内容 備考



（イ）知的財産情報収集・集約

① 国内調査

調査課題 調査時期 調査場所 調 査 内 容 備 考

＊調査内容については詳細に記入すること

② 国内調査報告書の作成

配布先 配布部数

③ 海外調査

調査課題 調査時期 調査場所 調 査 内 容 備 考

④ 海外調査報告書の作成

配布先 配布部数

⑤ 特許等データベース作成

データベース名 内 容 対 象 備 考

＊内容については詳細に記入すること

（ウ）知的財産情報提供

① パンフレット等作成

種 類 作成数量 作成時期 配布先 配布時期 備 考

＊種類の欄にはパンフレット、リーフレット、パネル等の種類別に記入すること



② 研修会等の開催

研修会等の 開催回数 開催時期 開催場所 参加者数 参集範囲 内容 備考

名称

＊研修会毎に記入すること

③ 実証展示等の実施

実施時期 実施場所 実 施 内 容 備 考

＊実施内容については詳細に記入すること

イ 和牛の新たな有用形質指標解明

（ア）調査牛の導入

系統・産地名 調査牛導入頭数

（イ）調査サンプルの確保

系統・産地名 品種名 サンプル確保数



（ウ）理化学分析

分析項目 分析手法名 品種名 分析サンプル数 備考

＊備考欄に分析の目的を記述すること

（エ）機器整備

機器の名称 規格 分析項目 単価（千円） 台数 計（千円） 備考

ウ 和牛有用形質の遺伝子探索

（ア）能力成績、血統情報及びＤＮＡサンプルの確保

品種名 サンプル確保数

（イ）ＤＮＡ解析

形質名 遺伝子座名 解析頭数 備 考

＊遺伝子座毎に記入すること

（ウ）データ解析

＊データ解析の対象、方法、数量等を具体的に記述すること



（エ）有用遺伝子の機能解析

形質名 遺伝子名 機能解析の内容 備 考

（オ）遺伝子特許の出願

形質名 遺伝子名 特許の内容 備 考

（カ）機器整備

機器の名称 規格 単価（千円） 台数 計（千円）

（２）ＤＮＡ育種技術開発実用化

ア ＤＮＡ育種技術開発推進

（ア）全国会議、検討委員会の開催計画

会議の名称 開催回数 開催時期 構成員数 参集範囲 検討事項

（イ）報告書の作成

配布先 配布部数

計



（ウ）技術者養成研修の実施

研修の名称 開催回数 開催時期 参加人数 参加者の構成 研修内容

イ 遺伝病のＤＮＡ診断技術の開発

疾病名 品種名 サンプル確保数 ＤＮＡ解析頭数 備考

＊疾病毎に記入すること

ウ 経済形質に関与するＤＮＡマーカーの探索

（ア）能力成績、血統情報及びＤＮＡサンプルの確保

品種名 サンプル確保数

（イ）ＤＮＡ解析

形質名 遺伝子座名 品種名 解析頭数 備 考

＊遺伝子座毎に記入すること

（ウ）データ解析

＊データ解析の対象、方法、数量等を具体的に記述すること



Ⅱ 社団法人家畜改良事業団関係

（３）家畜個体識別情報の活用促進

ア 会議開催計画

会議名 開催時期及び場所 参加者数及び参集範囲 内 容

イ 調査計画

調査対象 回数 調査員数 調査員の構成 調査の内容

ウ システム設計及びプログラム開発・修正

システム名及びプログラム名 内 容 備考

エ 地方個体管理及び飼養管理等情報システム構築計画

システム名 内 容 備考

オ 地方個体管理情報システムモデル実施計画

システム名 内 容 貸付先 整備員数 備考

カ 飼養管理等情報提供システムの整備計画 （単位：千円）

区 分 規格・能力等 数量 単価 内容 備考

キ 飼養管理等情報提供支援システムの開発研究

システム名 内 容 貸付先 整備員数 備考



第10 生乳・牛乳乳製品流通対策推進事業

１ 総括表

事業名
事業内容

事業量 単価 事業費
負担区分

備考

対策活動 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

等 域等)等) 体

生乳・牛乳 円 千円 千円 千円

乳製品流通

対策推進事

業

２ 個別事業実施計画添付資料

（１）生乳需給見通しの策定

事 業 の 内 容 事 業 の 実 施 計 画

（注）事業の内容欄には、事業の概要及び事業の実施に当たっての基本的な考え方、実施の方法等について簡潔に記入すること。

（２）生乳検査体制の整備

事 業 の 内 容 事 業 の 実 施 計 画

（注）事業の内容欄には、事業の概要及び事業の実施に当たっての基本的な考え方、実施の方法等について

簡潔に記入すること。

第11 加工・業務用対応型野菜生産流通拡大事業

１ 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円



２ 事業の目的

３ 事業の内容

（１）加工・業務用対応型野菜生産流通拡大事業計画（又は実績）

ア 検討会の設置及び開催

（ア）検討会の設置

委員名 所属等 備考

会長

委員

計○○名

（イ）検討会の開催計画（又は実績）

開催時期 出席人数 協議事項等 備考

年 月 日

計○回

(注) 開催時期の欄には調査計画の場合は、○月○旬と記入すること。

イ 国産野菜安定供給体制の構築

（ア）現地調査計画（又は実績）

調査時期 調査場所 調査人数 調査事項 調査方法 備考

年 月 日 人

（注）調査時期の欄には、調査計画の場合は、○月○旬と記入すること。

（イ）実証試験計画（又は実績）

実証時期 実施場所 実証試験課題 実証試験内容 備考

年 月～年 月

（注）実証試験内容は、実証に必要な機材、試験経路等具体的な内容を記述すること。



ウ 先進事例の調査計画（又は実績）

調査時期 調査場所 調査人数 調査事項 調査方法 備考

年 月 日 人

（注）調査時期の欄には、調査計画の場合は、○月○旬と記入すること。

エ セミナー等の開催計画(又は実績)

実施時期 内容 説明員数 参集範囲 備考

人

（注）内容欄には、開催場所等も記入すること。

実施時期の欄には、実施計画の場合は、○月○旬と記入すること。

オ 調査報告書等の作成及び配布等計画（又は実績）

報告書等の名称 内容等 作成部数等 備考

部



第12 そば需要開拓対策事業関係

１ 総括表

負担区分

事業名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

２ 事業の目的

３ 事業内容

（１）推進協議会

ア 推進協議会の設置計画（又は実績）

委員氏名 委員の所属 備 考

イ 推進協議会の開催計画（又は実績）

時 期 内 容 備 考

（２）転作そば等生産流通状況調査の実施計画（又は実績）

調査名 調査内容及び方法 調査時期 備 考

（３）国産そば市場化調査

ア 調査計画（又は実績）

調査対象業種 調査内容及び方法 調査時期 備 考



イ 調査対象業種との意見交換会開催計画（又は実績）

時 期 出席者 内 容 備 考

注：「出席者」欄は、対象業種関係者、そば産地関係者、その他に区分して記入する。

（４）需要開拓活動

ア 推進方針（又は実績）

注：国産そばの新たな需要開拓に向けた取組方針（又は実績）について記入する。

イ 推進体制

委員氏名 委員の所属 備 考

ウ 会議開催計画（又は実績）

時 期 内 容 備 考

エ 需要開拓活動計画（又は実績）

項 目 内容及び方法 時期 備 考

注：「項目」欄は、ロゴ制定、貼付推進、貼付監査等に区分し、

「内容及び方法」欄に、具体的な活動内容の計画（又は実績）を記入する。

（５）優良経営普及促進活動

ア 審査委員会の設置計画（又は実績）

委員氏名 委員の所属 時期 備 考



イ 優良地区現地調査、成績検討会等の実施計画（又は実績）

行事の名称及び内容 時期 備 考

（６）印刷物等作成計画（又は実績）

名 称 内 容 配布先 部数 備 考

第13 燃料電池農業分野利活用調査事業関係

１ 総括表

負担区分

事業名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

２ 事業の目的

３ 事業の内容

（１）専門部会

ア 専門部会設置計画（又は実績）

委員 氏名 委員の所属・役職 備 考

イ 専門部会開催計画（又は実績）

開 催 会議名 参加人数 検 討 内 容 備 考

年月日



ウ 燃料電池実態調査計画（又は実績）

調査時期 調査場所 人数 回数 調査項目及び内容 備 考

（回数）

（２）実用化可能性調査・検討計画（又は実績）

ア モデル施設における実証計画（又は実績）

実証場所 実証団体等名 実証面積 実証内容 備 考

（市町村及び地区名） 代表者氏名

××県○○市△△地区

ha

イ 実用化可能性検討計画（又は実績）

検討内容 実施者氏名及び 備 考

所属・役職

（３）事業実績報告書の作成

作成時期 内 容 配布先 部数 備 考

○○○

○○○

計 部

第14 いぐさ・畳表産地改革推進事業

１ 総括表

負担区分

事 業 名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円



２ 事業を実施する上での意図・目的及び事業の概要

３ 事業計画（又は実績）

（１）需給動向の調査

ア 成果目標及び評価方法

取組の実施により期待で 成果目標 （事業実施前の状 事後評価の 備考

きる事業効果の概要 況及び事業実施後 検証方法

の結果）

イ 実施内容

取組区分 内 容 実施時期 実施場所 その他取組む業務

量を示す数値

ウ 成果品等

取組区分 取組の実施により作成す 成果品の内容 数量 備考

る（した）成果品

（２）国産畳表等の需要拡大

ア 成果目標及び評価方法

取組の実施により期待で 成果目標 （事業実施前の状 事後評価の 備考

きる事業効果の概要 況及び事業実施後 検証方法

の結果）



イ 実施内容

取組区分 内容 実施時期 実施場所 その他取組む業務

量を示す数値

（３）成果品等

取組区分 取組の実施により作成す 成果品の内容 数量 備考

る（した）成果品

第15 エコフィード推進対策事業

１ 総括表

事業名
事業内容

事業費
負担区分

事業の委託 備考

対策活動等 対象(者、地 国庫補助金 事業実施主

域等)等) 体

エコフィ 千円 千円 千円 (1)委託先

ード推進 (2)委託する

事業 事業の内容

及びそれに要

する経費

２ 事業を実施する上での意図・目的及び事業の概要



３ 個別事項実施計画添付資料

（１）企画検討委員会

回数 開催時期 場所 参集者 会議の内容 備考

（２）資源排出実態調査及び利用意向調査

調査名 調査対象者 調査内容 調査手法 調査 調査 備考

時期 期間

（３）マニュアルの作成

名称 部数 内容等 備考

（４）認証制度検討協議会

回数 開催時期 場所 参集者 会議の内容 備考

（５）推進会議等への支援

名称 内容等 備考

（６）（１）～（５）の事項について、協力・支援が得られる学識経験者一覧

所属 名称 備考

（７）その他必要な事項



第16 和牛精液等流通管理体制構築推進事業

１ 総括表

負担区分

事業名 事業内容 事業費 備考

国庫補助金 事業実施主体

２ 事業の目的

３－１ 事業の内容（地域段階）

（１）協議会

ア 協議会設置計画（又は実績）

委員 氏名 委員の所属・役職 備 考

イ 協議会開催計画（又は実績）

開 催 会議名 参加人数 検 討 内 容 備 考

年月日

（２）和牛精液等流通等実態調査

ア 和牛精液等流通等実態調査計画（又は実績）

調査時期 調査対象 組織数又 調査内容 調査手法 備考

（回数・調査時点） ※和牛精液等の流通過程に介在する組織及び個人（精 は人数

液販売の窓口団体、獣医師、家畜人工授精師等）

（３）和牛精液等情報フィードバックシステム（地域段階）の作成

ア 地域システム開発のための調査計画（又は実績）

実施時期 場 所 参加予 内 容 備 考

定人数



イ 和牛精液等情報フィードバックシステム作成計画（又は実績）

作成時期 システム仕様・内容 和牛精液等管理体制 プログラム 備考

(基礎システムに付加する(又は付加予定の)内容等) 参加組織又は個人 配布先

３－２ 事業の内容（全国段階）

（１）人工授精師等実態調査

ア 実態調査計画（又は実績）

調査時期 調査手法 対象人工授 調査内容 備 考

（回数・調査時点） 精師数

（２）和牛精液等情報フィードバックシステム（基礎システム）の作成

ア 基礎システム開発のための調査計画（又は実績）

実施時期 場 所 参加予 内 容 備 考

定人数

イ 和牛精液等情報フィードバックシステム（基礎システム）作成計画（又は実績）

作成時期 システム仕様・内容 プログラム配布先 備 考

(基礎システムに付加する(又は付加予定の)内容等)

（３）個体識別番号と連動した種雄牛コード検討（全国段階）

ア 検討会設置計画（又は実績）

委員 氏名 委員の所属・役職 備 考

イ 現地等調査計画（又は実績）

実施時期 場 所 参加予 内 容 備 考

定人数



ウ 検討会開催計画（又は実績）

開 催 会議名 参加人数 検 討 内 容 備 考

年月日



別記様式１号－２

農業競争力強化対策民間団体事業の事業実施状況報告書（平成 年度）

番 号

年 月 日

農林水産省生産局長 殿

所在地

団体名

代表者 氏 名 印

下記のとおり農業競争力強化対策民間団体事業実施要領（平成17年４月１日付け16生産第8099号農林水産省

生産局長通知）第２の規定により報告する。

記

（別記様式１号－１に準じて作成する。）
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